
【報告事項】 １.令和３年度事業報告 

 
令和３年度事業報告書 

令和３年４月１日から令和４年３月 31日まで 

◇ 基本事項 

令和３年度事業計画に基づき「税のオピニオンリーダー」として公益目的事業の更なる充実と組織

の増強の２点を中心に取り組むこととした。 

今年度においても新型コロナウイルスの感染状況の改善の兆しは見通せず一部の事業は中止や延期

となったが、昨年度と比べると、人数制限の実施など感染防止対策を徹底して、講演会、セミナー等

をある程度計画通り開催できた。 

今年度は、女性部会が主管の社会貢献事業としての「知って得する？税金」等の行事、会員支援事

業である、研修旅行・親睦会等中止又は規模を縮小しての開催となった。 

また、各事業の活性化と財政基盤の安定のための組織の増強への取組みについては、理事及び支部

役員による合同会議の開催により意識の共有化を図り、会員加入推進のためのキャンペーン期間の設

定を行い取り組んだ結果、紹介社数は前年度を上回る結果となった。 

 

Ⅰ．主な事業の報告 

 １.公益目的事業 

 (1) 税の提言に関する事業 (公益目的事業 1) 

令和４年度税制改正要望について、税制委員会において意見を取りまとめ、岡山県法連を通じて

全法連に提出した。 

全法連で取りまとめられた「令和４年度税制改正に関する提言」を基に、管内選出の国会議員２

名と参議院議員２名に当該要望事項の説明と要望書の手交を行った。同様に岡山県、岡山市の首長

と議会議長にも直接、要望事項の説明と要望書の手交を行った。 

   今回の改正では、相続税・贈与税の納税猶予制度の特例承認計画の提出期限延長、中小企業向け

税制措置の適用期限延長等、法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、実現する運びとなった。 

 

(2) 税知識の普及を目的とする事業 (公益目的事業 1) 

税知識の普及については、行政から講師の派遣を受けて行っていることもあり、企業経営者にと

っても有益な情報を早期に習得することになることから、できるだけ多くの事業を行っている。コ

ロナ禍の中で当該事業は比較的参加者数が少ない事業が多いので、出席者の間隔を開けるなど感染

対策を行った上で実施した。 

「税務講習会」、「新設法人説明会」はそれぞれ年 1回、「決算期別法人説明会」を年４回実施した。 

また今年度から新たに法人会主催で年末調整説明会を実施することとした。 

女性部会・青年部会合同研修会は３月に感染対策を行った上での実施となった。 

 

(3) 納税意識の高揚を目的とする事業 (公益目的事業 1) 

岡山市内小学校６年生を対象に租税教育として、税に関する出前授業を青年部会中心に行った。 

次代を担う小学生に「税の使われ方」、「税の大切さ」を理解してもらうために行うもので、昨年 

度は新型コロナウイルスの感染対策で８校 19コマでの実施となったが、今年度においても、緊急事 

態宣言の発表のため中止となるなど７校 15コマでの実施にとどまった。その反面、新たな試みとし 

てリモートによる租税教室も行った。 

 また管内の小学校 28校を対象に、「ナゾトキ税金クイズ」を新たに実施した。13,500枚のチラシ 



を配付した結果、そのうち 5％から応募があり、同時に行ったアンケートでは、これからの青年部 

会の事業に参考になる意見もたくさん見られた。 

女性部会においては、管内の放課後児童クラブ２クラブにおいて小学生低学年を中心に、税に関 

する紙芝居及び税金クイズを使った租税教室を行い、子供たちも遊びの中で楽しく税と触れ合うこ 

とができた。 

これらの租税教室では、実施した小学校の児童全員に岡山県の租税に関する情報を印刷した下敷

きを配付し、税金の使われ方を紹介するのに役立てた。 

「税に関する絵はがきコンクール」では、管内の小学校から合計 1,126点の応募があった。その

中から厳正な審査を行い、最優秀賞１名、優秀賞２名、税務署長賞、法人会長賞、女性部会長賞の

各１名並びに入選の 50名に賞状と記念品を贈呈した。 

なお、今年度も新型コロナウイルスの影響により表彰式は行わず、学校訪問による表彰伝達を行

った。作品の展示は、昨年度と同様に岡山駅エキチカひろば、岡山シティミュージアムひかりの広

場、岡山市役所、トマト銀行岡山本店、確定申告会場で行い、新たに岡山中央・東・南・天神郵便

局にも優秀作品６点のポスターを展示し、より多くの方に見ていただいた。 

 

(4) 経営支援事業 (公益目的事業２) 

地域企業経営者としての資質の向上並びに企業経営に有効な情報の収集のため、講演会２回、セ 

ミナー３回、新入社員研修会、簿記講座、女性部・青年部会合同研修会を実施した。研修会、セミ 

ナーは参加人員の定員を例年の半分にしてコロナ対策に配意した実施となった。 

インターネットセミナーの受講者数は、1,440件で対前年比 117％と増加した。 

 

   (5) 社会貢献事業 (公益目的事業２) 

コロナ禍で事業活動が制限されるなか、女性部会で放課後児童クラブ、青年部会で支援学校、盲学

校、聾学校への寄贈をそれぞれ行った。 

子供向け税の啓発活動として、８月実施予定の「空港で学ぼう親子税関教室」が新型コロナウイル

スの感染拡大によりやむなく中止となったが、感染状況が少し落ち着いた３月に感染対策を徹底して

実施した。 

「知って得する？税金」、「地球に e-税クリーン作戦」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

中止となった。 

〈女性部会〉 

市内商店街において道行く市民を対象に、税に関するクイズ・アンケート等税務行政の広報活動 

の支援事業である「知って得する？税金」は関連事業である『大誓文払い』が開催されなかったた 

め中止した。 

管内の小学校併設の放課後児童クラブ（23クラブ）に検温機付消毒スタンド、アルコール消毒液 

10ℓを寄贈した。 

〈青年部会〉 

「空港で学ぼう！！親子税関教室」を親子 20組・スタッフ 25名の参加を得て岡山桃太郎空港にて 

実施した。 

税関職員による出前事業と仕事体験、青年部会員による税金クイズ、動物検疫犬の訓練の見学な 

ど、参加して子供たちが楽しいだけではなく青年部会にも勉強になる有意義な事業となった。 

岡山大学教育学部附属特別支援学校、岡山盲学校、岡山聾学校にそれぞれ要望の品を寄贈した。 

 

 (6) 広報事業（事業全般） 

広報活動は、年２回広報誌「岡山東」を発行し、会員、金融機関の窓口、図書館等の公共団体の 

窓口に配付し、できるだけ多くの市民の目に留まるよう配意した。 



掲載内容は、当会が取り組んでいる公益目的事業の紹介を中心に、できるだけ地域社会の共通の 

利益に寄与したものとなるよう配意した。 

 NO.102号から紙面をカラー刷りに変更したため、紙面も見やすくなり写真がカラーになった事で 

活動内容をより分かりやすく紹介することができるようになった。 

全法連作成の広報誌「ほうじん」は、年４回会員を中心に配付した。 

 

２.収益事業関係 

  (1) 組織増強事業 （その他の収益事業） 

支部合同役員会において、親会役員 47名、部会役員 50名、支部の副支部長 62名を対象にキャ 

ンペーン期間中の会員の加入勧奨の取組みについて協議し、事業に対する共通した認識の醸成を行 

った。会議においては、未加入社名簿を見て今後の加入勧奨に向けての協議を行った。 

今年度から、管内に本店を有する中国銀行、トマト銀行、おかやま信用金庫の役員に理事に就任 

してもらい強力な体制作りができた。管内に本店を有する金融機関に加えて、百十四銀行、伊予銀 

行、広島銀行の岡山支店６行に対して副会長ほか組織委員で臨場し、加入勧奨の要請を行った。 

また、各支部の支部長が支部管内にある中国銀行、トマト銀行、おかやま信用金庫の各支店に協 

力要請のため臨場した。 

９月から 12月の増強キャンペーン期間において会員の加入勧奨への積極的な取組みに向けて法 

人会役員、金融機関、保険会社等と連携して目標件数 70件に向けた加入勧奨を行った。 

今年度の新規加入社は 72社と前年度の 50社を上回る結果となったが、今年度においても会費未 

納社の整理、廃業等の退会に加えメリットなしとして 166社が退会しており会員数の減少傾向が続 

いている。    

 

(2) 会員支援事業 （その他の収益事業） 

法人会は、異業種間交流の機会を得ることができるメリットがあることから、一般会員が参加で 

きる、新入会員の集いと総会後の懇親会、親睦ゴルフ大会並びに理事の参加を中心にした親睦会な 

どを計画したが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、親睦ゴルフ大会を除き事業の自粛を 

自主的に決めて中止することとした。 

女性部会では新年親睦会、親睦研修旅行を計画していたが中止となった。青年部会では福利厚生 

連絡協議会・三法人会合同研修会の懇親会について、感染防止対策を行った上で実施した。 

 

(3) 福利厚生事業 （その他の収益事業） 

経営者大型総合保障制度創設 50周年を節目として、新規会員の増強を図り福利厚生制度の加入 

増加につなげるべく協力３社と連携のもと取組んだ。 

福利厚生制度 50周年記念事業については、令和３年度が実施期間となるが、コロナ禍の中各種 

事業や推進策が単年度で完結が困難な状況のため令和４年度においても継続して事業を実施する。 

今年度においても新型コロナの感染症対策のため、連絡協議会の開催は一回にとどまった。 

 

Ⅱ.法人の管理 
公益法人制度改革から４年を経過し新制度の定着も見られ、総会、理事会など各事業も法人会 

のガバナンスとコンプライアンスに配意し順調に推移することができた。 

事務局の運営も、新たな事務処理規程、会計管理規程に基づいて適正な実施に配意してきた。 

 

Ⅲ.公益目的事業、収益事業及び女性部会、青年部会の活動について 
各種事業の実施状況については、次項以降の事業報告の附属明細書をご確認ください。 


